
 

令和３年度１１月補正予算（追加提案）の概要 

京  都  市 

 

 今回の補正は，国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき，子育て

世帯への経済支援として給付を行う。 

１ 補正予算の規模 

 

 

 

２ 補正予算の内容 

（子ども若者はぐくみ局） 

子育て世帯への臨時特別給付（仮称） １８，９７９，０００千円 

〔財源：国庫支出金 18,979,000千円〕 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を踏まえ，子育て世帯

（所得制限限度額以上の世帯を除く）に対し，１８歳以下の児童１人あたり１０

万円相当の給付を行う。 

 

３ 繰越明許費補正 

（子ども若者はぐくみ局） 

子育て世帯への臨時特別給付（仮称） （１０，８１６，０００千円） 

給付に係る経費の一部について，翌年度に執行する見込みであるため，繰越明許

費を設定する。 

 

（単位：百万円）

補正前の規模 補　正　額 補正後の規模

1,016,288 18,979 1,035,267

今回補正しない特別会計 887,183 - 887,183

1,903,471 18,979 1,922,450合　　　　　計

会　　計　　名

一般会計


